
 
 

 

新潟市議会スマート会議システム運用業務仕様書 

正 誤 表（その２） 

 
 
１ 訂正箇所 

新潟市議会スマート会議システム運用業務仕様書について、下記のとおり訂正します。 
誤 正 

５ 運用開始時期 

システムの運用開始時期は、令和４年８

月１日とする。 
 

５ 運用開始時期 

システムの運用開始時期は、別途協議の

うえ決定する。 
 

 
２ 補足 

  別紙１仕様書（令和４年６月９日ホームページ掲載）は、修正していません。 
  本正誤表をもって読み替えをお願いいたします。 

別紙１－２ 


